
平
成
二
十
年
二
月
八
日
提
出

質

問

第

七

七

号

外
務
省
職
員
の
長
期
欠
勤
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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外
務
省
職
員
の
長
期
欠
勤
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
九
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
現
在
外
務
省
国
際
情
報
統
括
官
組
織
国
際
情
報
官
（
第
四
担
当
）
と
し
て
配
属
さ
れ
て
い
る
加
賀

美
正
人
氏
が
長
期
に
わ
た
り
休
暇
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
か
、
事
実
な
ら
ば
い
つ
か
ら
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
御

指
摘
の
職
員
が
欠
勤
を
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
外
務
省
の
業
務
に
支
障
を
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
御
質
問
の
趣
旨

に
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
旨
を
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
一
月
十
一
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
六
一
号
及
び
平
成

二
十
年
一
月
二
十
九
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
号
）
で
お
答
え
し
て
い
る
。
休
暇
取
得
の
時
期
等
職
員
の
具
体
的
な
休
暇
取

得
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え

た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
加
賀
美
氏
が
現
在
長
期
休
暇
を
取
得
中
で
あ
る
の
か
否
か
、
こ
の
一
点
に

つ
き
確
認
を
求
め
る
。

二

加
賀
美
氏
が
現
在
の
ポ
ス
ト
に
就
い
た
の
は
い
つ
か
。

三

過
去
五
年
間
に
、
加
賀
美
氏
が
提
出
し
た
国
家
公
務
員
倫
理
法
で
義
務
づ
け
ら
れ
た
贈
与
等
報
告
書
は
何
件
か
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

一



四

加
賀
美
氏
が
現
在
の
ポ
ス
ト
に
就
い
た
二
の
時
期
以
降
、
外
務
省
職
員
の
職
務
と
し
て
講
演
を
行
っ
た
こ
と
は
あ
る
か
。

行
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
な
ら
、
講
演
を
行
っ
た
日
に
ち
、
場
所
、
講
演
の
テ
ー
マ
及
び
講
演
依
頼
を
受
け
た
組
織
を
そ
れ
ぞ

れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
御
指
摘
の
職
員
の
場
合
に
も
、
同
職
員
が
休
暇
等
に
よ
り
不
在
の
場
合
に
は
、
所
属
部
局
の
幹

部
職
員
等
に
そ
の
事
務
を
代
行
等
さ
せ
て
お
り
、
同
職
員
に
替
え
て
別
の
者
を
そ
の
職
に
充
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な

お
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
現
時
点
で
業
務
に
支
障
は
生
じ
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
で
は
現
在
外
務

省
国
際
情
報
統
括
官
組
織
に
勤
務
す
る
職
員
は
じ
め
加
賀
美
氏
が
担
当
す
る
業
務
に
関
係
す
る
業
務
を
行
っ
て
い
る
職
員
の

間
で
、
加
賀
美
氏
が
欠
勤
を
重
ね
て
い
る
た
め
に
加
賀
美
氏
が
担
当
し
て
い
る
業
務
に
つ
い
て
の
決
裁
が
と
れ
ず
、
業
務
遂

行
が
滞
る
等
、
不
満
が
出
て
い
る
と
い
う
事
実
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


